
再評価調書 

事 業 名 国道３７１号（石仏バイパス）整備事業 事業主体 大 阪 府 

所 在 地 河内長野市石仏～同市天見 

再評価理由 事業採択後１０年を経過した時点で継続中 

目    的 国道３７１号（現道）の交通渋滞の緩和と道路線形の改善。 

さらに、大阪府と和歌山県の交流促進と、物流の効率化を実現し、地域の

活性化に寄与する地域高規格道路としての機能も担う。 

内    容 延長 Ｌ＝６．１㎞（国道３７１石仏～和歌山県界） 

幅員 Ｗ＝１０．５ｍ 

道路規格 第３種第２級  暫定２車線道路 

（取付道路 第３種第４級 ２車線道路）  

上 位 計 画 大阪府道路整備長期計画 

 レインボー計画２１（７放射３環状軸における東阪和軸を構成） 

事

業

概

要 

関 連 事 業 １．国道３７１号（和歌山県側） 

２．橋本林間田園都市 

都市計画決定 なし 

経    過 事業採択年度 平成４年度 

事業着手年度 平成４年度 

完成予定年度 平成１４年度（第１期区間 Ｌ＝１．８㎞） 

       平成２０年代前半（全線） 

 

進 捗 状 況 全体事業費：約２６０億円（内用地補償費 約１３．１億円） 

投資事業費：約１００億円（内用地補償費 約１２．９億円） 

事業進捗比：用地   ９９％（面積比９９％・事業費比９８％） 

      工事   ２８％ 

           ８９％（第１期区間）  

一連の整備 

効 果 発 現 

 和歌山県側においても、国道３７１号のバイパス計画があり、和歌山県に

より整備されることから、今後、和歌山県の整備スケジュールに合わせ、府

県間の整備を進めることにより府県間道路の安全性・利便性の向上が図られ

地域の発展に寄与する。 

事
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課    題 工事の推進・事業費の確保 

 

関連事業の状況  

１．国道３７１号（和歌山側） 

  事業区間：府県界～国道２４号（Ｌ＝７．８Ｋｍ） 

  現  状：１．３Ｋｍについて供用済み（４車線） 

       残区間（用地）８０％、（工事）１７％（平成１２年度末） 

 

２．橋本林間田園都市 

  和歌山県橋本市北部の丘陵地で住宅開発を進め、緑豊かな自然環境に囲まれた複合 

 都市を目指し整備を進めている。 

  事業主体：和歌山県・橋本市・都市基盤整備公団・民間。 

  敷地面積：６６８．２ha 

  計画戸数：１１，４００戸 

  計画人口：４２，０００人（現在約１２，０００人） 

  完成時期：平成２１年度     

 

現状のアクセス道路の状況  

 現国道３７１号は、大阪府河内長野市（国道１７０号）を起点とし、和歌山県橋本市 

を結ぶ府域延長１２．６km の府県間道路であり、近年和歌山県橋本市における大規模住

宅開発の進展に伴い、交通量の増加が著しく、朝夕を中心に交通渋滞をきたしている。 

 また、道路線形が悪く、交通事故多発箇所となっている。 

（国道３７１号の交通量の推移） 

      平成６年    １６，４１８台／日 

      平成９年    １９，８４３台／日 

      平成１１年   １８，３１４台／日 

これまでの経過  
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 ○平成４年度   国庫補助事業採択 

 ○平成４～６年度 測量、地質調査、水文調査、詳細設計 

 ○平成７年度   用地買収、工事着手 

 ○平成１０年度  地域高規格の路線指定 
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地

域

の

状
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 大部分が山林及び田園地域で占められている。  

   森林区域（全域）、保安林（一部）、金剛生駒紀泉国定公園（府県界付近） 

 



具体的な便益内容 受 益 者 費用便益比 備    考 
費

用

便

益

分

析 

・費用便益分析 

  走行時間の効果（走行時間の短縮） 

  走行経費の効果（時間短縮による走行経費の節減） 

・道路利用者 ・Ｂ／Ｃ＝３．０４ 
便益総額 
 Ｂ＝ ６８５．９４ 億円 

検討期間中に発生する全ての便益を価格基準年の価値に換算した金額 
総費用 
 Ｃ＝ ２２５．８４ 億円 
 当該道路の着手時から検討期間の最終年までに発生する全ての費用を 
価格基準年の価値に換算した金額 

・道路投資の評価に関する指針(案)

（道路投資の評価に関する指針検

討委員会編）により算出。 

大 項 目 小  項  目 効 果 の 指 標 等 具 体 的 な 効 果 等 受 益 者 備   考 

安全・安心 ・災害発生時の緊急交通路

の確保 

・事故多発箇所の解消 

 ・ 土木部地震防災アクションプログラムで広域緊急交通路に指定されている。 

 

・ 現道の通過交通排除により、事故多発個所が解消できる。 

・地域住民 

・道路利用者 

・道路利用者 

・道路管理者 

 

活力 ・地域間交流連携の連携強

化及び物流効率化の支援 

・開発区域の支援 

 ・ 大阪府と和歌山県の連絡強化により、広域的な交流連携機能を強化し、効率的

な物流機能を確保することができる。 

・ 林間田園都市へのアクセス機能の向上を図ることにより、大阪府との交流人口

の増加が見込まれる。 

・道路利用者 

 

・沿線住民 

 

快適性 

（生活環境） 

・集落部分の通過交通排除 

（広域道路と生活道路の

機能分離） 

 ・ 通過交通がバイパスを通行（広域道路機能）することにより、現道の交通量が

減少し、生活道路としての機能や沿道の生活環境の向上が図れる。 

・地域住民  

事
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等 その他 ・沿道地域の移動円滑化 

 

 

 ・ 沿道利用者などが、円滑に移動できるようになり、利便性が向上する。 ・地域住民  

自然環境等への影響と

対策 

 本路線は、自然環境への影響や地形改変量を極力少なくするため、全延長６．１Ｋｍのうち、３．３Ｋｍをトンネルで計画している。 

 また、法面の植栽についても、周辺植生種を利用する工法を採用し、当該道路周辺の植生自然環境を乱さないように配慮している。 

その他 

特筆すべき事項 

 

 


